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①課税限度額について 

国民健康保険税は負担能力に応じた公平なものである必要があり、受

益との関連において被保険者の納付意欲に与える影響や事業の円滑な運

営を確保する観点から、保険税負担に一定の限度を設けることとしてい

ます。 

  また、地方税法施行令（第 56 条の 88 の 2）において、国の法定課税

限度額が定められており、これに基づいて各市町村では条例により課税

限度額を定めることとなっています。 

  本市では、小牧市国民健康保険税条例（第 2 条）により、基礎課税額

（医療分）、後期高齢者支援金等課税額（支援分）及び介護納付金課税額

（介護分）の区分で限度額を定めており、算定した税額が課税限度額を

超える場合は、この額を課税額として３つの区分の合計額を国民健康保

険税額としています。 

  また、本市においては地方税法施行令の改正による法定課税限度額の

引き上げと同時に実施してきた経緯があることから、平成 29 年度の課税

限度額は、国の定める法定課税限度額と同額となっています。 

 

【平成 29 年度課税限度額】 

区 分 法定 小牧市 

基礎課税額(医療分) 54 万円 54 万円 

後期高齢者支援金等課税額 

(支援分) 
19 万円 19 万円 

介護納付金課税額(介護分) 16 万円 16 万円 

合 計 89 万円 89 万円 

 

 

 

 

 

 

        
      
１１１１    国民健康保険税の課税限度額を次のとおりとする。国民健康保険税の課税限度額を次のとおりとする。国民健康保険税の課税限度額を次のとおりとする。国民健康保険税の課税限度額を次のとおりとする。    

・基礎課税額に係る課税限度額を５８万円とする。 
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 課税限度額の推移 

 法     定 小  牧  市 差 

年  

度  
医療分  支援分  介護分  合計  医療分  支援分  介護分  合計  合計  

23232323    51515151 万円万円万円万円     14141414 万円万円万円万円     12121212 万円万円万円万円     77777777 万円万円万円万円     51515151 万円万円万円万円     14141414 万円万円万円万円     12121212 万円万円万円万円     77777777 万円万円万円万円     0000 万円万円万円万円     

24 51 万円  14 万円  12 万円  77 万円  51 万円  14 万円  12 万円  77 万円  0 万円  

25 51 万円  14 万円  12 万円  77 万円  51 万円  14 万円  12 万円  77 万円  0 万円  

26262626    51515151 万円万円万円万円     16161616 万円万円万円万円     14141414 万円万円万円万円     81818181 万円万円万円万円     51515151 万円万円万円万円     16161616 万円万円万円万円     14141414 万円万円万円万円     81818181 万円万円万円万円     0000 万円万円万円万円     

22227777    55552222 万円万円万円万円     17171717 万円万円万円万円     11116666 万円万円万円万円     88885555 万円万円万円万円     55552222 万円万円万円万円     11117777 万円万円万円万円     11116666 万円万円万円万円     88885555 万円万円万円万円     0000 万円万円万円万円     

28282828    55554444 万円万円万円万円     19191919 万円万円万円万円     16 万円  88889999 万円万円万円万円     55554444 万円万円万円万円     11119999 万円万円万円万円     16 万円  88889999 万円万円万円万円     0000 万円万円万円万円     

29 54 万円  19 万円  16 万円  89 万円  54 万円  19 万円  16 万円  89 万円  0 万円  

 

②平成 30 年度小牧市国民健康保険税における課税限度額（案）について 

 平成 30 年 3 月改正予定の地方税法施行令により、平成 30 年度から法定

課税限度額が引き上げられることになり、本市においても次の理由により、

課税限度額を法定課税限度額と同額とする改正を検討しています。 

 なお、市の条例改正は、地方税法施行令の改正後に行う予定です。 

【改正理由】 

ア 法定課税限度額は、相当の高所得者であっても課税限度額までの保険

税負担で良い仕組みであることから、保険税負担の格差を是正し、また、

所得階層別の負担ができるだけ公平となるよう設定されているため。 

イ 平成 30 年度保険制度改正により、国民健康保険財政の健全化に向け一

般会計からの決算補填等目的による繰入の解消・削減を図るため。 

 

法定課税限度額の改正(案) 

区 分 現行(29 年度) 改正(30 年度) 増加額 

医療分 54 万円 58 万円 4 万円増 

支援分 19 万円 19 万円 0 万円増 

介護分 16 万円 16 万円 0 万円増 

合 計 89 万円 93 万円 4 万円増 

 地方税法施行令は平成 30 年 3 月に改正される予定です。 
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③改正による影響について 

（H29 年度課税データに基づき H30 年度予定税率を用いて試算） 

 

(1) 国保税(課税額)の増加見込み 

区 分 増加額 

医療分 約 1,700 万円 

支援分 ― 

介護分 ― 

合 計 約 1,700 万円 

 

 (2) 該当する世帯数の見込み 

区 分 全世帯 該当世帯 該当率 

医療分 20,696 世帯 454 世帯 約 2.19％ 

 

(3) 該当世帯（例） 

(例)3 人世帯（夫婦 40 歳 子ども一人 固定資産税なし） 

区 分 限度額に到達する所得 

現行 改正 

医療分 約 1,055 万円 約 1,150 万円 

 

④ 県内各市の状況(小牧市を除く 37 市の改正予定) 

 

(1)  平成 30 年度に平成 30 年度改正法定限度額まで 

引き上げる予定の市                27 市 

 

(2)  平成 30 年度改正法定限度額まで引き上げを予定 

しているが、平成 30 年度は引き上げを行わない 

予定の市                      6 市 

 

(3)  平成 30 年度に平成 28 年度改正法定限度額まで 

引き上げる予定の市                 4 市 

 

 


